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横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則改正の概要 

 

１ 趣旨 

  横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則（以下、規則という。）は、横

浜市内で廃棄物を取り扱う際に必要な手続き等を定めているものです。 
  今般、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（以下、条例という。）

の一部改正に伴い、産業廃棄物が横浜市の処理施設へ搬入された際に情報処理センターに報告

する事項を規則で定めます。併せて産業廃棄物の横浜市の処理施設への搬入手続に係る様式を

整理します。 

 

２ 改正の概要 

(1) 情報処理センターに報告する事項 

条例第 38条第４項における、市長が規則で定めるところにより報告すべき事項について、

規則第 20条第３項を改正して定めます。 

(2) 様式の整理 

規則第 18条で定める第 13号様式と第 15号様式は、横浜市の処理施設に産業廃棄物を搬入

する際の処分費用を現金で支払う場合と後納で支払う場合にそれぞれ提出することとなって

います。後納で支払う場合は、第 15号様式に加えて別添の産業廃棄物処分費用後納承認申請

書（以下、「後納申請書」という。）を提出する必要があります。後納申請書の有無により支

払方法の確認ができ、第13号様式と第15号様式を使い分けずに手続が可能であることから、

手続の簡便化のため、規則第 18条を改正し、第 15号様式を第 13号様式に統合します。それ

に伴い、後納承認の審査に係る日数の確保のため、届出日を市長が定める日までに変更しま

す。 

 

３ その他 

 (1) 具体的な改正案は、別添改正案及び新旧対照表を御参照ください。 

 (2) この改正案は、確定したものではありません。意見公募等の結果によって、修正又は見直

しを行う場合があります。 



横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（令和６年４月１日施行予定）
第 38 条抜粋 
 
第 38 条 （略） 
２ （略） 
３ （略） 
４ 市長は、第１項に規定する事業者が搬入する産業廃棄物の種類、数量その他の事項を情
報処理センターに登録した場合において、当該産業廃棄物の処分が終了した旨の報告を
求められたときは、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、情報処理
センターにその旨を報告しなければならない。 



 
第１号様式                           ※この欄は記入しないでください。 

管理型 安定型 
  
  

 
産業廃棄物処分費用後納承認申請書 

  年  月  日 
（申請先） 
横 浜 市 長             申請者 住    所  

(届出者) 
会 社 名  

 
代表者名  

 
電    話    （    ） 

 
 南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場における産業廃棄物処分費用の支払い方法を、後納払いとした

く、添付書類を提出のうえ、次のとおり申請します。 

発 注 者 
（発注担当局部課）  発 注 担 当 者 

（ 電 話 ）  

発 生 場 所 
の 名 称  

 
添

付

書

類 

□ 住民票又は法人登記簿謄本の写し（公共事業の場合は不要） 
□ 市民税又は法人市民税の直近の期の納税証明書の写し（公共事業の場合は不要） 
  直近の期の貸借対照表及び損益計算書（個人の場合は、直近の期の所得税の納税証明書の写し） 
□有 
   
□無（該当する数字を○で囲む） 
   １ 横浜市財政局契約の工事（水道局、交通局委任案件を含む）を今年度請け負っている。 
   ２ 今年度、搬入番号【         号】にて後納承認申請書を提出している。 
   ３ 申請者は横浜市、横浜市が出資する外郭団体及び公益法人である。 

 
確 認

事 項 
□ 過去１年以内に納期限を超過した支払いはありません。  
□ 下記の注意事項について確認しました。 

 
（注意） 
１ 後納払いは、次のいずれかの要件を満たした場合に限ります。 
 (1) 横浜市、横浜市が出資する外郭団体及び公益法人が搬入する場合 

(2) 横浜市、横浜市が出資する外郭団体、国又は神奈川県の公共事業を請け負った者のうち、搬入届出量が２

トン以上であり、処分費用を遅滞なく納入できる経営状況であるもの 

(3) 公共事業の請負以外の者のうち、搬入届出量が 20 トン以上であり、処分費用を遅滞なく納入できる経営状

況であるもの 

２ この申請書は、産業廃棄物継続搬入届出書とあわせて提出してください。 
３ 記載内容に変更が生じる場合は、再申請が必要です。 

４ 処分費用の納期限は搬入月の翌月末です。横浜市が発行する納入通知書で、納期限までに所定金額の納付が必

要です。 

５ 申請者が、資格基準を満たしていないことが判明した場合は、後納を停止します。また、指定された納期限内

に処分費用を納付しない場合は、次の(1)～(3)を行います。 

 (1) 既に届出された後納払いによる継続搬入をすべて停止します。 

 (2) 横浜市が指定した日から１年間、後納承認の申請ができません。 

 (3) 既に搬入した分の処分費用について、期限の利益を失い、一括で納付していただく場合があります。 

印 
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